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貸付利率（年） 備　考

一般 0.30～0.70%

特例 0.00% 貸付実行日から5年後の応当日まで利子助成を受けた場合

農業改良資金 無利子

青年等就農資金 無利子

0.70%

一般 0.30～0.65%

その他 1.25%

災害復旧 0.30～0.70%

設備 0.70%

立ち上がり支援 0.85%

農山漁村経営改善 0.70%

災害復旧 0.30～0.70%

産業動物診療施設 0.70%

都道府県営等 0.85%

団体営 0.70%

0.70%

0.30～0.70%

無利子

一般 0.85%

共同利用 1.85%

0.70%

0.70%

0.30～1.35% 年数・使途等による

1.15%

0.65～0.90% 年数・事業規模による

0.65～1.40% 年数・使途による

0.50～4.55% 1年毎に見直し

0.65～1.00% 年数・事業規模による

0.65～0.85%

0.30～1.60% 年数・使途による

一般 0.70%

認定農業者特例 0.30～0.65%

1.50%

0.70%

一般 0.70%

特認等 0.70%

経営継承 0.70%

一般 0.70%

特認等 0.70%

経営継承 0.70%

0.70% 当初５年間は無利子

経営再開資金 0.975%

経営継続資金 0.975%

経営維持資金 0.975%

対象災害無し

対象災害無し

農林漁業経営資本強化資金

食品流通改善資金

非補助

農業近代化資金

事業資金

農業経営負担軽減支援資金

農業競争力強化支援資金

日
　
本
　
政
　
策
　
金
　
融
　
公
　
庫
　
資
　
金

中山間地域活性化資金

農林水産物・食品輸出基盤強化資金

１　農業制度資金貸付利率一覧　（令和５年６月30日時点）　

新規用途事業等資金

資　　　金　　　名

農業基盤整備資金

災害復旧

担い手育成農地集積資金

非補助

区　　　　　　分

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）

天災資金
経営資金

農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）

家畜疾病経営維持資金

大家畜特別支援資金

養豚特別支援資金

大家畜・
養豚特別
支援資金

畜産経営体質強化支援資金

天災融資法発動
の都度決定

経営体育成強化資金

振興山村・過疎地域経営改善資金

特定農産加工資金

畜産経営環境調和推進資金

特別振興事業

補助

食品安定供給施設整備資金

補助

農林漁業セーフティネット資金

農林漁業施設資金 主
務
大
臣
指
定
施
設

環境保全型ほか 0.70%

共
同
利
用
施
設

農商工等連携，六次産業化ほか 0.70%
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２
　

農
業

制
度

資
金

一
覧

表
令

和
５

年
６

月
3
0
日

時
点

酪
農

肉
用

牛
養

豚
養

鶏
果

樹
施

設
園

芸
稲

作
茶

養
蚕

そ
の
他

果
樹

茶
桑

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

農
業

経
済

課
◎

◎
◎

◎
○

○
○

○
○

○
植

　
育

植
　

育
植

　
育

○
○

○
○

○
○

経
営

体
育

成
強

化
資

金
農

業
経

済
課

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

○
○

植
　

育
植

　
育

植
　

育
○

○
○

△
○

○
○

振
興

山
村

・
過

疎
地

域
経

営
改

善
資

金
農

業
経

済
課

◎
◎

◎
○

○
○

○
○

○
○

植
　

育
植

植
○

農
林

漁
業

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

資
金

農
業

経
済

課
○

△
○

農
林

漁
業

施
設

資
金

（
共

同
利

用
施

設
資

金
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
主

務
大

臣
指

定
施

設
資

金
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
（

農
業

施
設

）
）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

（
（

災
害

復
旧

）
）

○

新
規

用
途

事
業

等
資

金
○

○

食
品

流
通

改
善

資
金

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

特
定

農
産

加
工

資
金

農
政

課
○

○

中
山

間
地

域
活

性
化

資
金

ブ
ラ

ン
ド

戦
略
室

○
○

○

農
業

競
争

力
強

化
支

援
資

金
○

○

農
業

改
良

資
金

農
業

経
済

課
◎

◎
◎

◎
○

○
○

○
○

○
植

 
(
育

)
植

 
(
育

)
植

 
(
育

)
○

○
○

○

青
年

等
就

農
資

金
経

営
技

術
課

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
△

○
○

農
業

基
盤

整
備

資
金

（
土

地
改

良
区

の
み

）
農

地
整

備
課

○
○

農
業

近
代

化
資

金
農

業
経

済
課

◎
◎

◎
◎

○
○

○
○

○
○

植
　

育
植

　
育

植
　

育
○

○
△

△
○

△

農
業

経
営

改
善

促
進

資
金

農
業

経
済

課
○

天
災

資
金

農
業

経
済

課
○

農
業

経
営

負
担

軽
減

支
援

資
金

農
業

経
済

課
○

大
家

畜
・

養
豚

特
別

支
援

資
金

畜
産

課
△

○

畜
産

経
営

体
質

強
化

支
援

資
金

畜
産

課
○

家
畜

疾
病

経
営

維
持

資
金

畜
産

課
○

○

災
害

関
係

新
規

就
農
者

後
継
者

対
策

注
）

○
：

融
資

対
象

　
，

　
◎

：
家

畜
購

入
を

含
む

　
，

　
△

：
貸

付
対

象
者

が
限

定
さ

れ
る

　
，

　
(
育

)
：

農
業

改
良

措
置

の
内

容
に

よ
り

異
な
る

系 統 資 金 等

農
機
具

環
境

整
備

負
債

対
策

そ
の
他

財 政 資 金 　 （ 日 本 政 策 金 融 公 庫 所 管 ）

資
金

名
担

当
課

融
資

対
象

施
設

資
金

植
栽

・
育
成

農
地
等

取
得

土
地

改
良
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３
　
用

途
別

制
度

資
金

一
覧

（
１

）
 
農

地
の

取
得

・
改

良
関

係
資

金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額
（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

個
人

・
農

業
参

入
法

人
　

　
　

　
　

：
１

５
，

０
０

０
法

人
・
集

落
営

農
組

織
　

　
　

　
　

：
５

０
，

０
０

０

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

（
５

年
）

農
業

参
入

法
人

は
1
5
,0

0
0
万

円

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
０

０
融

資
率

の
特

例
(3

，
6
0
0
万

円
ま

で
）

　
（
６

号
農

村
環

境
整

備
資

金
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

協
・
任

意
団

体
　

等
２

０
年

（
３

年
）

農
協

等
：１

５
０

，
０

０
０

８
０

・
　

農
地

等
の

借
地

料
，

権
利

金
等

の
支

払
い

 等

個
人

・
農

業
参

入
法

人
　

　
　

　
　

：
１

５
，

０
０

０
法

人
・
集

落
営

農
組

織
　

　
　

　
　

：
５

０
，

０
０

０

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

（
５

年
）

農
業

参
入

法
人

は
1
5
,0

0
0
万

円

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
０

０
融

資
率

の
特

例
(3

，
6
0
0
万

円
ま

で
）

個
人

： 
 ５

，
０

０
０

法
人

・
団

体
：１

５
，

０
０

０
　

　
　

２
５

年
（
１

０
年

）

青
年

等
就

農
資

金

・
　

農
地

や
採

草
放

牧
地

（
以

下
「
農

地
等

」と
い

  
う

。
）
の

取
得

・
　

農
地

等
又

は
未

墾
地

の
取

得

・
　

農
地

の
権

利
金

の
支

払
等

・
　

認
定

新
規

就
農

者

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者
・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者
・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織

・
　

認
定

農
業

者

・
　

認
定

農
業

者

・
　

認
定

農
業

者

・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

農
業

近
代

化
資

金
（
１

号
建

構
築

物
等

造
成

資
金

）

・
　

農
地

等
の

借
地

料
の

支
払

い
　

等
　

　
※

農
業

改
良

措
置

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

・
　

認
定

農
業

者

農 地 の 借 用 な ど に よ る 規 模 拡 大

・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者
・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者
・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

　
　

　
等

農 地 等 の 取 得

・
　

施
設

の
造

成
等

に
必

要
と

な
る

，
必

要
最

小
限

  
の

施
設

用
地

の
取

得

・
　

農
地

等
の

借
地

料
の

全
額

一
時

支
払

い
　

等

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

等

・
　

農
地

等
又

は
未

墾
地

の
借

地
料

，
権

利
金

等
  

の
支

払
い

 等

１
５

年
（
７

年
）

１
２

年
（
３

～
５

年
）

８
０

２
５

年
（
３

年
）

１
５

年
（
３

年
）

１
０

０
農

業
経

営
基

盤
強

化
資

金
（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

経
営

体
育

成
強

化
資

金

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

農
業

近
代

化
資

金
（
５

号
長

期
運

転
資

金
）

農
業

改
良

資
金

経
営

体
育

成
強

化
資

金

１
５

年
（
７

年
）

令
和

５
年

６
月

3
0
日

時
点

融
資

率
（
％

）
備

　
　

　
考

用
途

資
　

　
金

　
　

名
対

　
　

応
　

　
使

　
　

途
貸

　
付

　
対

　
象

　
者

２
５

年
（
３

～
５

年
）

個
  

 人
：
  

１
，

８
０

０
　

 （
特

認
２

０
，

０
０

０
）

法
人

等
：２

０
，

０
０

０

１
０

０

８
０

個
人

： 
 ３

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：１
０

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

１
〕
）

１
０

０

１
５

年
（
３

年
）

２
５

年
（
１

０
年

）

１
７

年
(５

年
）

個
人

： 
 ３

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：１
０

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕）

※
１
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

１
０

０

※
２

　
認

定
新

規
就

農
者

の
場

合
，

負
担

額
の

う
ち

1
,0

0
0
万

円
以

下
の

部
分

に
つ

い
て

は
1
0
0
％

。
負

担
額

の
う

ち
1
,0

0
0
万

円
を

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
は

8
0
%
。

３
，

７
０

０
（
特

認
：１

０
，

０
０

０
）

※
１
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

個
  

 人
：
  

１
，

８
０

０
　

 （
特

認
２

０
，

０
０

０
）

法
人

等
：２

０
，

０
０

０

８
０

※
２

８
０

１
０

０

１
０

０
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償
還

期
間

貸
付

限
度

額
（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

融
資

率
（
％

）
備

　
　

　
考

用
途

資
　

　
金

　
　

名
対

　
　

応
　

　
使

　
　

途
貸

　
付

　
対

　
象

　
者

個
人

・
農

業
参

入
法

人
　

　
　

　
　

：
１

５
，

０
０

０
法

人
・
集

落
営

農
組

織
　

　
　

　
　

：
５

０
，

０
０

０
・
　

農
地

等
の

改
良

，
造

成
　

等
・
　

農
業

を
営

む
者

・
　

農
地

等
の

災
害

復
旧

・
　

農
業

振
興

法
人

・
　

土
地

改
良

区
当

該
年

度
の

対
象

事
業

費
の

１
０
％

・
　

農
協

等
当

該
年

度
の

地
元

負
担

額
の

５
／

６
・
　

認
定

農
業

者
１

５
年

（
７

年
）

１
，

８
０

０
１

０
０

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

８
年

（
５

年
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
，

８
０

０
１

０
０

個
人

： 
 ５

，
０

０
０

法
人

・
団

体
：１

５
，

０
０

０
　

　

・
　

農
地

の
改

良
，

造
成

　
等

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

(５
年

）

１
２

年
（
３

～
５

年
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者
・
　

認
定

新
規

就
農

者
・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

　
　

等

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

等

１
５

年
（
３

年
）

・
　

農
地

等
の

改
良

，
造

成
　

等

農
業

基
盤

整
備

資
金

農
業

改
良

資
金

・
　

農
地

等
の

排
水

改
良

，
土

壌
改

良
　

等
　

　
※

農
業

改
良

措
置

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

農
業

近
代

化
資

金
（
４

号
小

土
地

改
良

資
金

）

・
　

農
地

等
の

改
良

，
造

成
，

復
旧

　
等

　
　

（
事

業
費

が
１

，
８

０
０

万
円

以
下

の
も

の
に

  
  

  
限

る
）

２
５

年
（
１

０
年

）
担

い
手

育
成

農
地

集
積

資
金

・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

・
　

農
地

等
の

改
良

，
造

成
（
経

営
体

育
成

促
進

事
  

業
と

し
て

採
択

さ
れ

た
も

の
）

青
年

等
就

農
資

金

経
営

体
育

成
強

化
資

金

２
５

年
（
１

０
年

）

・
　

農
地

等
の

改
良

，
造

成
　

等

・
　

認
定

農
業

者

２
５

年
（
３

年
）

農 地 等 の 改 良 ・ 造 成

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

１
０

０
地

元
負

担
額

限
度

額
は

い
ず

れ
か

低
い

額

１
０

０

※
１
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

８
０

１
０

０

１
，

４
４

０
８

０

個
人

： 
 ３

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：１
０

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕）

３
，

７
０

０
（
特

認
：１

０
，

０
０

０
）

１
０

０

1-3-2



（
２

）
 
家

畜
導

入
資

金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額

（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

・
　

家
畜

の
購

入
費

用

・
　

家
畜

の
育

成
費

用

個
人

・
農

業
参

入
法

人

・
　

家
畜

の
購

入
費

用
　

　
　

　
　

：
１

５
，

０
０
０

・
　

家
畜

の
育

成
費

用
法

人
・
集

落
営

農
組

織

　
　

　
　

　
：
５

０
，

０
０
０

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

個
人

： 
  
  
  
 １

，
３

０
０

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

協
・
任

意
団

体
　

等
法

人
・
団

体
：５

，
２

０
０

・
　

認
定

新
規

就
農

者
1
０

年
（５

年
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
０
０

融
資

率
の

特
例

(３
，

６
０

０
万

円
ま

で
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

協
・
任

意
団

体
　

等
農

協
等

：１
５

０
，

０
０
０

８
０

１
０
０

・
　

家
畜

の
購

入
費

用
・
　

家
畜

の
育

成
費

用

１
０
０

・
　

認
定

農
業

者
７

年
（２

年
）

１
２
年

（
３

～
５

年
）

個
人

： 
 ３

０
，

０
０
０

　
　

　
　

（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：１
０

０
，

０
０
０

　
　

　
　

（
特

認
２

０
０
，

０
０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕
）

１
０
０

８
０

１
０
０

農
業

近
代

化
資

金
（
３

号
家

畜
購

入
育

成
資

金
）

７
年

（２
年

）

個
  
 人

： 
 １

，
８

０
０

　
 （

特
認

２
０
，

０
０

０
）

法
人

等
：２

０
，

０
０
０

・
  
搾

乳
牛

，
繁

殖
雌

牛
，

肥
育

素
牛

の
　

 購
入

費
用

 ※
 預

託
事

業
に

必
要

な
生

産
家

畜
の

取
得

に
限

る
。

  
  

  
ま

た
、

生
産

家
畜

の
飼

養
管

理
の

預
託

が
次

の
  

  
要

件
の

全
て

を
満

た
す

も
の

に
限

る
。

  
①

 飼
養

管
理

の
預

託
を

受
け

る
農

業
を

営
む

者
が

　
  

 次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

　
  

 a
 市

町
村

長
か

ら
農

業
経

営
改

善
計

画
又

は
  

  
  

  
酪

農
肉

用
牛

経
営

改
善

計
画

の
認

定
を

受
  

  
  

  
け

た
者

　
  

 b
 市

町
村

長
か

ら
青

年
等

就
農

計
画

の
認

定
  

  
  

 を
受

け
た

者
  

②
 生

産
家

畜
の

所
有

権
、

処
分

権
そ

の
他

の
権

  
  

 利
義

務
関

係
を

明
確

に
し

た
預

託
契

約
を

締
結

  
  

 し
て

い
る

こ
と

  
③

 預
託

契
約

に
お

い
て

設
定

さ
れ

た
金

利
が

預
  

  
 託

事
業

を
行

う
農

業
者

団
体

等
に

対
す

る
貸

付
  

  
 金

利
と

同
水

準
以

下
に

設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と

個
人

： 
 ５

，
０

０
０

法
人

・
団

体
：１

５
，

０
０
０

・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

特
別

の
場

合
最

大
５

０
，

０
０

０
万

円

２
５
年

（１
０
年

）

振
興

山
村

・
過

疎
地

域
経

営
改

善
資

金

・
　

家
畜

の
購

入
費

用
・
　

家
畜

の
育

成
費

用

２
５
年

（３
年

）
負

担
額

農
業

基
盤

整
備

資
金

・
５

割
法

人
・
団

体

・
農

業
振

興
法

人

・
農

協
等

農
業

改
良

資
金

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

等

８
０

対
　

　
応

　
　

使
　

　
途

・
　

認
定

農
業

者

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者
・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者
・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織

・
　

家
畜

の
購

入
費

用
・
　

家
畜

の
育

成
費

用
 ※

農
業

改
良

措
置

に
該

当
す

る
も

の
に

限
る

３
，

７
０

０
（
特

認
１

０
，

０
０

０
）

１
７
年

(５
年

）

１
０
０

貸
　

付
　

対
　

象
　

者

経
営

体
育

成
強

化
資

金

青
年

等
就

農
資

金
・
　

認
定

新
規

就
農

者

・
　

搾
乳

牛
・
繁

殖
用

肉
用

雌
牛

・
繁

殖
用

　
豚

・
繁

殖
用

め
ん

羊
・
繁

殖
用

山
羊

の
購

入

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

資
　

　
金

　
　

名

農
業

参
入

法
人

は
１

５
，

０
０

０
万

円

令
和

５
年

６
月

3
0
日

時
点

８
０

２
５
年

（８
年

）

２
５
年

（３
年

）

備
　

　
　

考
融

資
率

（
％

）

※
１

　
法

人
の

場
合

，
特

認
の

利
用

に
際

し
て

は
，

民
間

金
融

機
関

か
ら

の
資

金
調

達
な

ど
の

要
件

あ
り

1-3-3



（
３

）
 
新

規
就

農
者

対
策

資
金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額

（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

・
　

農
地

等
の

取
得

　
等

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者

一
般

：
２

５
年

(３
年

)
認

定
新

規
就

農
者

（
農

地
等

取
得

の
場

合
）

：
２

５
年

（
５

年
）

個
人

：
１

５
，

０
０

０

法
人

：
５

０
，

０
０

０
※

２

※
２

　
認

定
新

規
就

農
者

の
場

合
，

負
担

額
の

う
ち

1
,0

0
0
万

円
以

下
の

部
分

に
つ

い
て

は
1
0
0
％

。
負

担
額

の
う

ち
1
,0

0
0
万

円
を

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
は

8
0
%
。

令
和

５
年

６
月

3
0
日

時
点

資
　

　
金

　
　

名
備

　
　

　
考

・
　

住
宅

の
改

良
，

造
成

又
は

取
得

に
要

  
す

る
経

費対
　

　
応

　
　

使
　

　
途

貸
　

付
　

対
　

象
　

者

担
保

：
原

則
と

し
て

融
資

対
象

物
件

の
み

保
証

人
：
原

則
と

し
て

個
人

の
場

合
は

不
要

，
法

人
の

場
合

で
必

要
な

場
合

は
代

表
者

の
み

８
０

１
，

８
０

０
　

一
般

 ：
 １

５
年

（
３

年
）

  
認

定
新

規
就

農
者

：
  

  
  

  
 　

 １
７

年
（
５

年
）

・
　

農
業

振
興

・
過

疎
・
振

興
山

村
地

域
内

の
新

　
規

就
農

者
で

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
経

営
体

　
に

発
展

し
得

る
者

と
し

て
知

事
が

認
め

た
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者

認
定

就
農

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
事

業
 ・

　
農

地
の

改
良

造
成

な
ど

 ・
　

農
業

経
営

用
の

施
設

，
機

械
な

ど
 ・

　
農

産
物

の
加

工
処

理
，

流
通

，
販

売
  

や
観

光
農

業
の

施
設

な
ど

 ・
　

家
畜

や
果

樹
の

導
入

・
育

成
費

用
，

  
機

械
・
施

設
の

リ
ー

ス
料

等
の

初
期

的
  

経
営

費
用

 ・
　

創
立

費
や

開
業

費
そ

の
他

繰
延

資
  

産
に

計
上

し
得

る
費

用

 ※
農

地
の

取
得

費
用

は
対

象
外

経
営

体
育

成
強

化
資

金

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

(５
年

）
３

，
７

０
０

（
特

認
：
１

０
，

０
０

０
）

１
０

０

融
資

率
（
％

）

農
業

近
代

化
資

金
（
特

定
の

農
家

住
宅

資
金

）

青
年

等
就

農
資

金

1-3-4



（
４

）
 
農

業
後

継
者

対
策

資
金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額
（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

認
定

就
農

計
画

に
基

づ
い

て
行

う
事

業
・
　

農
地

の
改

良
造

成
な

ど
・
　

農
業

経
営

用
の

施
設

，
機

械
な

ど
・
　

農
産

物
の

加
工

処
理

，
流

通
，

販
売

や
観

光
　

農
業

の
施

設
な

ど
・
　

家
畜

や
果

樹
の

導
入

・
育

成
費

用
，

機
械

・
施

　
設

の
リ
ー

ス
料

等
の

初
期

的
経

営
費

用
・
　

創
立

費
や

開
業

費
そ

の
他

繰
延

資
産

に
計

上
　

し
得

る
費

用
※

農
地

の
取

得
費

用
は

対
象

外

・
　

農
地

等
の

取
得

　
等

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者

一
般

：
２

５
年

（
３

年
）

認
定

新
規

就
農

者
（
農

地
等

取
得

の
場

合
）
：
２

５
年

（
５

年
）

個
人

：
１

５
，

０
０

０

法
人

：
５

０
，

０
０

０
※

２

※
２

　
認

定
新

規
就

農
者

の
場

合
，

負
担

額
の

う
ち

1
,0

0
0
万

円
以

下
の

部
分

に
つ

い
て

は
1
0
0
％

。
負

担
額

の
う

ち
1
,0

0
0
万

円
を

超
え

る
部

分
に

つ
い

て
は

8
0
%
。

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

(５
年

）
３

，
７

０
０

（
特

認
：１

０
，

０
０

０
）

１
０

０

経
営

体
育

成
強

化
資

金

貸
　

付
　

対
　

象
　

者
融

資
率

（
％

）

・
　

住
宅

の
改

良
，

造
成

又
は

取
得

に
要

す
る

経
費

農
業

近
代

化
資

金
（
特

定
の

農
家

住
宅

資
金

）

対
　

　
応

　
　

使
　

　
途

担
保

：
原

則
と

し
て

融
資

対
象

物
件

の
み

保
証

人
：
原

則
と

し
て

個
人

の
場

合
は

不
要

，
法

人
の

場
合

で
必

要
な

場
合

は
代

表
者

の
み

一
般

：
１

５
年

（
３

年
)

認
定

新
規

就
農

者
：

　
　

　
　

１
７

年
(５

年
)

・
　

（
農

業
振

興
・
過

疎
・
振

興
山

村
地

域
内

）
　

自
立

経
営

を
目

指
す

農
業

後
継

者
で

あ
っ

て
，

　
婚

姻
の

た
め

又
は

特
別

の
理

由
が

あ
る

場
合

・
　

認
定

新
規

就
農

者

後
継

者
に

つ
い

て
は

，
家

族
経

営
協

定
を

締
結

し
て

い
る

等
農

業
を

営
む

と
判

断
で

き
る

場
合

に
対

象

青
年

等
就

農
資

金

令
和

５
年

6
月

3
0
日

時
点

８
０

１
，

８
０

０

資
　

　
金

　
　

名
備

　
　

　
考

1-3-5



余  白 



（
５

）
 
災

害
関

係
資

金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額
（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

個
人

：
　

　
２

０
０

法
人

：
２

，
０

０
０

・
　

広
範

囲
に

影
響

を
与

え
る

家
畜

伝
染

病
等

の
発

個
人

：
２

，
０

０
０

　
生

に
伴

う
家

畜
等

の
処

分
に

よ
り

経
営

の
停

止
法

人
：
８

，
０

０
０

　
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
深

刻
な

影
響

を
受

け
た

者

・
　

広
範

囲
に

影
響

を
与

え
る

家
畜

伝
染

病
等

の
発

１
頭

（
１

０
０

羽
）
当

た
り

※
畜

種
・
飼

養
頭

数
に

　
生

等
に

伴
う

家
畜

及
び

畜
産

物
の

移
動

制
限

等
乳

用
牛

・
肥

育
牛

１
３

０
千

円
　

 応
じ

た
限

度
額

あ
り

　
に

よ
り

経
営

継
続

が
困

難
と

な
っ

た
者

繁
殖

用
雌

牛
６

５
千

円

・
　

広
範

囲
に

影
響

を
与

え
る

家
畜

伝
染

病
等

の
発

肥
育

豚
１

３
千

円

　
生

に
よ

り
，

深
刻

な
経

済
的

影
響

を
受

け
た

者
家

き
ん

５
２

千
円

　
　

　
　

等

※
１

　
貸

付
限

度
額

は
，

簿
記

記
帳

を
行

っ
て

お
り

 ，
経

営
規

模
等

か
ら

限
度

額
の

引
き

上
げ

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
，

年
間

経
営

費
等

の
６

／
１

２
以

内

※
２

　
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
や

コ
ロ

ナ
禍

に
お

け
る

ウ
ク

ラ
イ

ナ
情

勢
に

伴
う

原
油

価
格

・
物

価
高

騰
等

に
よ

り
経

営
の

維
持

安
定

が
困

難
と

な
っ

た
者

に
対

し
て

は
，

償
還

期
間

の
延

長
、

貸
付

限
度

額
の

増
額

等
の

特
例

措
置

あ
り

。

３
～

６
年

（
な

し
）

１
５

年
（
３

年
）

・
　

広
範

囲
に

影
響

を
与

え
る

家
畜

伝
染

病
等

　
の

発
生

に
よ

り
影

響
を

受
け

た
畜

産
経

営
　

の
再

開
，

継
続

及
び

維
持

に
必

要
な

資
金

経
営

再
開

資
金

経
営

継
続

資
金

・
　

天
災

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
農

業
者

・
　

天
災

に
よ

り
在

庫
品

に
被

害
を

受
け

た
農

協
　

等

１
０

０

用
途

対
　

　
応

　
　

使
　

　
途

貸
　

付
　

対
　

象
　

者

・
　

災
害

被
害

か
ら

の
再

生
産

に
必

要
な

肥
料

　
等

の
購

入
等

資
　

　
金

　
　

名

農
林

漁
業

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

資
金

天
災

資
金

経 営 の 維 持 ・ 再 建 費 用

・
　

認
定

農
業

者

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者

・
　

経
営

開
始

後
３

年
以

内
の

新
規

就
農

者

・
　

家
族

経
営

協
定

を
締

結
し

，
一

部
の

部
門

に
主

　
宰

権
を

も
つ

者

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織

・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者

・
　

災
害

被
害

を
受

け
た

経
営

の
再

建
に

必
要

  
な

資
金

・
　

法
令

に
基

づ
く

処
分

や
行

政
指

導
に

よ
り

経
　

済
的

損
失

を
受

け
た

経
営

の
維

持
安

定
に

必
　

要
な

資
金

・
　

社
会

環
境

の
変

化
そ

の
他

，
農

業
者

の
責

　
め

に
帰

す
こ

と
が

出
来

な
い

事
由

に
よ

り
悪

　
化

し
た

経
営

の
維

持
安

定
に

必
要

な
資

金

令
和

５
年

６
月

3
0
日

時
点

融
資

率
（
％

）

損
失

額
の

4
5
～

8
0

１
０

０

備
　

　
　

考

６
０

０

７
年

(３
年

)

経
営

維
持

資
金

家
畜

疾
病

経
営

維
持

資
金

1-3-6



償
還

期
間

貸
付

限
度

額
（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

用
途

対
　

　
応

　
　

使
　

　
途

貸
　

付
　

対
　

象
　

者
資

　
　

金
　

　
名

融
資

率
（
％

）
備

　
　

　
考

・
　

農
業

経
営

用
の

施
設

・
機

械
な

ど
の

復
旧

１
施

設
当

た
り

３
０

０

・
　

果
樹

の
改

植
又

は
補

植
費

用
 　

　
（
特

　
認

：
６

０
０

）

・
　

農
業

経
営

用
の

施
設

・
機

械
な

ど
の

復
旧

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

７
年

（
5
年

）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
０

０
融

資
率

の
特

例
(3

，
6
0
0万

円
ま

で
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
任

意
団

体
　

等
２

０
年

(3
年

)
共

　
 同

：
１

５
０

，
０

０
０

８
０

・
　

認
定

農
業

者
１

５
年

（
７

年
）

１
，

８
０

０
１

０
０

・
　

認
定

新
規

就
農

者
１

８
年

（
５

年
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
　

１
，

８
０

０
１

０
０

・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
継

続
的

農
地

利
用

者
８

０

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
集

落
営

農
組

織
２

０
，

０
０

０
１

０
０

融
資

率
の

特
例

(3
，

6
0
0万

円
ま

で
）

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
参

入
法

人
１

５
，

０
０

０
８

０

農 業 用 施 設 の 復 旧

・
　

認
定

農
業

者

・
　

農
業

経
営

用
の

施
設

・
機

械
な

ど
の

復
旧

・
　

農
産

物
の

加
工

・
流

通
や

観
光

農
業

用
の

　
施

設
な

ど
の

復
旧

１
０

０

１
５

年
（
３

年
）

※
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

※
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

農
業

参
入

法
人

は
1
5
,0

0
0
万

円

個
人

：
  

３
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：
１

０
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕
）

個
人

：
  

３
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：
１

０
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕
）

農
林

漁
業

施
設

資
金

（
災

害
復

旧
）

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

・
　

認
定

農
業

者

経 営 改 善 に 向 け た 運 転 資 金

１
０

０
２

５
年

（
1
0
年

）

果
樹

２
５

年
（
１

０
年

）

個
人

：
  

３
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
６

０
，

０
０

０
）

法
人

：
１

０
０

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

〔
一

定
の

場
合

３
０

０
，

０
０

０
※

1
〕
）

８
０

個
  

 人
：
  

１
，

８
０

０
　

  
  

  
  

 （
特

認
２

０
，

０
０

０
）

法
人

等
：
２

０
，

０
０

０
・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

８
０

１
０

０
・
　

認
定

農
業

者

２
５

年
（
1
0
年

）

１
０

０

１
５

年
（
７

年
）

・
　

農
業

を
営

む
者

，
農

業
振

興
法

人
，

土
地

改
　

良
区

，
農

協
　

等

・
　

農
業

経
営

の
改

善
に

必
要

な
長

期
運

転
  

資
金

１
５

年
（
３

年
）

・
　

農
業

経
営

の
改

善
に

必
要

な
長

期
運

転
  

資
金

・
　

農
地

等
の

災
害

復
旧

１
５

年
（
3
年

）

・
　

認
定

農
業

者
１

５
年

（
７

年
）

・
　

農
業

を
営

む
者

・
　

農
協

等

・
　

農
地

等
の

復
旧

　
 （

事
業

費
が

1
,8

0
0
万

円
以

下
の

も
の

に
  

  
 限

る
）

農 業 基 盤 の 復 旧

農
業

近
代

化
資

金
（
５
号

そ
の

他
の

長
期

運
転

資
金

）

２
５

年
(１

０
年

）

・
　

農
産

物
の

加
工

・
流

通
や

観
光

農
業

用
の

　
施

設
な

ど
の

復
旧

農
業

近
代

化
資

金
（
１

号
建

構
築

物
等

造
成

資
金

）

農
業

基
盤

整
備

資
金

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

農
業

近
代

化
資

金
（
４

号
小

土
地

改
良

資
金

）

地
元

負
担

額

２
５

年
（
１

０
年

）
・
　

認
定

農
業

者
農

業
経

営
基

盤
強

化
資

金
（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）

・
　

農
地

等
の

復
旧

・
　

 一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

　
  
等

（
目

標
地

図
に

位
置

付
け

ら
れ

た
者

及
び

　
　

継
続

的
農

地
利

用
者

を
含

む
）

１
，

４
４

０
８

０

１
０

０

１
０

０

※
　

法
人

の
場

合
，

特
認

の
利

用
に

際
し

て
は

，
民

間
金

融
機

関
か

ら
の

資
金

調
達

な
ど

の
要

件
あ

り

個
人

：
１

，
８

０
０

（
特

認
２

０
０

，
０

０
０

）
法

人
：
２

０
，

０
０

０

１
５

年
（
３

年
）
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（
６

）
 
負

債
整

理
資

金

償
還

期
間

貸
付

限
度

額

（
う

ち
据

置
期

間
)

（
万

円
）

個
人

：
１

，
０

０
０

法
人

：
４

，
０

０
０

経
営

改
善

（
一

般
）

１
５

年
（
３

年
）

経
営

改
善

（
特

認
）

２
５

年
（
５

年
）

経
営

継
承

・
　

酪
農

・
肉

用
牛

経
営

の
個

人
で

，
　

従
事

す
る

概
ね

4
0
歳

以
下

の
後

継
者

が
，

借
入

希
望

　
年

度
以

降
に

当
該

経
営

の
主

た
る

従
事

者
と

な
る

こ
と

　
が

認
め

ら
れ

る
こ

と

２
５

年
（
５

年
）

経
営

改
善

（
一

般
）

７
年

（
３

年
）

経
営

改
善

（
特

認
）

１
５

年
（
５

年
）

経
営

継
承

・
　

養
豚

経
営

の
個

人
で

，
従

事
す

る
 概

ね
4
0
歳

以
下

の
後

継
者

が
，

借
入

希
望

年
度

以
降

 に
当

該
経

営
の

主
た

る
従

事
者

と
な

る
こ

と
が

認
め

ら
 れ

る
こ

と

１
５

年
（
５

年
）

・
　

畜
産

ク
ラ

ス
タ

ー
計

画
に

お
け

る
中

心
的

な
経

  
営

体
（
酪

農
，

肉
用

牛
）
又

は
，

認
定

農
業

者
の

  
う

ち
，

酪
農

，
肉

用
牛

経
営

を
営

む
者

２
５

年
（
５

年
）

・
　

畜
産

ク
ラ

ス
タ

ー
計

画
に

お
け

る
中

心
的

な
経

  
営

体
（
養

豚
）
又

は
，

認
定

農
業

者
の

う
ち

，
養

  
豚

経
営

を
営

む
者

１
５

年
（
５

年
）

１
０

年
特

認
１

５
年

（
３

年
）

対
象

と
な

る
営

農
負

債
の

残
高

１
０

０

大 家 畜
【
一

般
及

び
特

認
】

・
　

畜
産

経
営

に
よ

っ
て

生
じ

た
負

債
の

約
定

償
還

　
困

難
額

の
借

換
え

【
経

営
承

継
】

・
　

後
継

者
へ

の
経

営
承

継
を

行
う

場
合

　
に

，
必

要
な

範
囲

で
負

債
を

一
括

し
て

借
換

え

・
　

酪
農

・
肉

用
牛

経
営

の
個

人
・
法

人
（
飼

養
頭

数
  

が
一

定
数

以
上

で
あ

る
こ

と
）

大
家

畜
・
養

豚
経

営
に

よ
っ

て
生

じ
た

負
債

の
約

定
償

還
困

難
額

，
ま

た
は

，
一

定
の

要
件

を
満

た
し

た
場

合
，

対
象

と
な

る
営

農
負

債
の

残
高

１
０

０
養 　 豚

・
　

養
豚

経
営

の
個

人
・
法

人
（
飼

養
頭

数
が

一
定

  
数

以
上

で
あ

る
こ

と
）

畜
産

経
営

体
質

強
化

支
援

資
金

・
　

畜
産

ク
ラ

ス
タ

ー
の

取
組

を
推

進
し

，
畜

産
農

家
  

が
規

模
拡

大
等

の
新

し
い

経
営

展
開

を
図

る
場

  
合

に
，

そ
れ

ま
で

の
負

債
の

整
理

に
必

要
な

資
金

 　
（
負

債
整

理
や

負
担

軽
減

の
制

度
資

金
は

除
く

）

経
営

体
育

成
強

化
資

金

・
　

農
業

経
営

に
か

か
る

負
債

の
整

理
  

  
（
制

度
資

金
は

除
く

）

農
業

経
営

負
担

軽
減

支
援

資
金

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者

・
　

農
業

経
営

に
か

か
る

負
債

の
整

理
  

（
貸

付
利

率
５

％
以

下
の

制
度

資
金

は
除

く
）

畜 産 特 別 資 金

２
５

年
（
３

年
）

１
０

０

個
人

の
貸

付
限

度
額

は
特

認
等

に
よ

り
最

大
２

，
５

０
０

万
円

・
　

農
業

制
度

資
金

等
の

円
滑

な
支

払
い

に
必

要
  

な
資

金
整

理
対

象
負

債
の

合
計

額

・
　

一
定

の
要

件
を

満
た

す
農

業
者

・
　

認
定

新
規

就
農

者
・
　

目
標

地
図

に
位

置
付

け
ら

れ
た

者
及

び
 継

続
的

農
地

利
用

者
・
　

家
族

経
営

協
定

を
締

結
し

，
一

部
の

部
門

に
  

主
宰

権
を

も
つ

者

農
業

経
営

基
盤

強
化

資
金

（
ス

ー
パ

ー
Ｌ

資
金

）
・
　

農
業

経
営

に
か

か
る

負
債

の
整

理
  

 （
制

度
資

金
は

除
く

）
・
　

認
定

農
業

者
２

５
年

（１
０
年

）
１

０
０

※
1
 法

人
の

場
合

，
特

認
の

利
用

に
際

し
て

は
，

民
間

金
融

機
関

か
ら

の
資

金
調

達
な

ど
の

要
件

あ
り

個
人

：
 ６

，
０

０
０

　
　

　
　

（
特

認
１

２
，

０
０

０
）

法
人

：
２

０
，

０
０

０
　

　
　

　
（
特

認
４

０
，

０
０

０
〔
一

定
の

場
合

６
０

，
０

０
０

※
1
〕
）

令
和

５
年

６
月

3
0
日

時
点

資
　

　
金

　
　

名
対

　
　

応
　

　
使

　
　

途
貸

　
付

　
対

　
象

　
者

融
資

率
（
％

）
備

　
　

　
考
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４　新型コロナウイルス感染症対策農業者向け金融支援策
令和５年６月版

（※）特例措置
　  　融資限度額の引き上げ・・・一般：1,200万円，特例：年間経費等の12分の12

〇

対象資金と支援内容

資金名
５年間の

実質無利子化
実質無担保化

保証料の
５年間免除

日
本
政
策
金
融
公
庫
民
間
金
融
機
関

〇

〇

保証料は
必要なし

農業経営負担軽減支援資金

既往借入の借換資金

〇

金利は，民間金融
機関において決定

〇

〇

農林漁業セーフティネット資金(※) 〇 〇

経営体育成強化資金 〇

1-4-1


